
（仮訳） 

ロシア連邦政府 

決定 

2024年12月30日付第1989号 

モスクワ 

 

2022年12月７日付ロシア連邦政府決定第2240号の改正について 

 

 ロシア連邦政府は以下を 決 定 す る ： 

 １．2022年12月７日付ロシア連邦政府決定第2240号「ロシア連邦の経済的利益を阻害する措置を講じ

ている国家および地域を原産地とする特定の物品に対する輸入関税率の承認について」（ロシア連邦法

令集、2022、No.50、掲載番号8941；2024、No.30、掲載番号4390；No.32、掲載番号4863；No.38、掲載番

号 5649 ； 法 律 情 報 公 式 イ ン タ ー ネ ッ ト ポ ー タ ル (www.pravo.gov.ru) 、 2024 、 12 月 13 日 、 

No.0001202412130045）によって承認された、ロシア連邦の経済的利益を阻害する措置を講じている国家

および地域を原産地とする特定の商品に対する、ユーラシア経済同盟統一関税率とは異なる、輸入関税

率に加えられるここに添付する変更を承認する。 

 ２．本決定はそれが公布された日から１日が経過した時点で発効する。 

 

 

ロシア連邦政府議長 M.ミシュスチン 

http://www.pravo.gov.ru)、2024、12


2024年12月30日付 

ロシア連邦政府決定第1989号により 

承認 

 

 

ロシア連邦の経済的利益を阻害する措置を講じている国家および地域を原産地とする特定の商品に対する、

ユーラシア経済同盟統一関税率とは異なる、輸入関税率に加えられる 

変更 

 

 １．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード1704 90 650 0に分類される項目の前に、以下を内容

とする項目を追加する：  

「 1601 00 100 0 肝臓から作る、ソーセージその他これに類す

る物品およびこれらの物品をもととした、調

製食料品 

１kg当たり 

0.5ユーロ 

すべての 

非友好的国家2 

 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1601 00 910 1 肉、肉の副産物、血から作る、その他のソー

セージ、乾燥したまたはペースト状、生のも

の 

１kg当たり 

0.5ユーロ 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1601 00 990 1 肉、肉の副産物、血から作る、その他のソー

セージ、これに類する物品およびこれらの物

品をもととした、調製食料品 

１kg当たり 

0.5ユーロ 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 20 100 0 ガチョウおよびカモの肝臓から作る、調製し

たまたは保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

3.21ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 20 900 0 あらゆる動物の肝臓から作るその他の調製し

たまたは保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

1.49ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 31 190 0 七面鳥の肉またはその副産物を57重量％以上

含有する、その他の調製したまたは保存に適

する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 31 800 0 七面鳥から作る、その他の調製したまたは保

存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

1.5ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 32 鶏(Gallus domesticus)から作る、調製したまた

は保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

1.5ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 39 290 0 第0105項の家禽から作る、家禽の肉またはそ

の副産物を57重量％以上含有する、その他の

調製したまたは保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

1.83ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 39 850 0 第0105項の家禽から作る、その他の調製した

または保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 41 100 0 豚のもも肉およびこれを分離したものから作

る、調製したまたは保存に適する処理をした

製品 

30、 

ただし１kg当たり

2.73ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 
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1602 42 100 0 豚の肩肉およびこれを分離したものから作

る、調製したまたは保存に適する処理をした

製品 

30、 

ただし１kg当たり

0.62ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 49 130 0 頸肉と肩肉の混合物を含む豚の頸肉およびこ

れを分離したものから作る、肉と、あらゆる

種類、起源の脂肪を含むあらゆる種類のその

副産物を80重量％以上含有する、調製したま

たは保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 49 150 0 豚のもも肉、肩肉、ひれ肉または頸肉および

それらを分離したものの混合物から作る、肉

と、あらゆる種類、起源の脂肪を含むあらゆ

る種類のその副産物を80重量％以上含有す

る、調製したまたは保存に適する処理をした

製品 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 49 190 0 混合物を含む豚のその他の部位から作る、肉

と、あらゆる種類、起源の脂肪を含むあらゆ

る種類のその副産物を80重量％1含有する、調

製したまたは保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

0.5ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 49 300 0 混合物を含む豚のその他の部位から作る、肉

と、あらゆる種類、起源の脂肪を含むあらゆ

る種類のその副産物を40重量％以上80重量％

未満含有する、調製したまたは保存に適する

処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

0.8ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 49 500 0 混合物を含む豚のその他の部位から作る、肉

と、あらゆる種類、起源の脂肪を含むあらゆ

る種類のその副産物を40重量％未満含有す

る、調製したまたは保存に適する処理をした

製品 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 49 900 0 混合物を含む豚のその他の部位から作る、そ

の他の調製したまたは保存に適する処理をし

た製品 

30、 

ただし１kg当たり

0.5ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 50 100 0 牛の肉から作る、生の、調製したまたは保存

に適する処理をした製品；牛の煮た肉または

副産物および生の肉または副産物との混合物

から作るもの 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 50 950 1 気密容器入りの、牛の肉から作る、その他の

調製したまたは保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

0.5ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 50 950 9 牛の肉から作る、その他の調製したまたは保

存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 90 310 0 野鳥またはウサギの肉から作る、その他の調

製したまたは保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 90 510 0 豚の肉または肉の副産物を含有する、その他

の調製したまたは保存に適する処理をした製

30、 

ただし１kg当たり

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

 
1 訳注：「80重量％以上」であるべきかと思われますが、「以上」に当たる露語がないので、原文通り訳しました。 
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品 １ユーロ以上 同日を含む 

1602 90 610 0 牛の肉から作る、生の、その他の調製したま

たは保存に適する処理をした製品；牛の煮た

肉または副産物および生の肉または副産物と

の混合物を含むもの 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 90 690 0 牛の肉または副産物を含有する、その他の調

製したまたは保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 90 910 0 羊の肉から作る、その他の調製したまたは保

存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1602 90 990 9 肉、肉の副産物から作る、その他の調製した

または保存に適する処理をした製品 

30、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 12 910 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、密閉容器に入れた、その他

の調製したまたは保存に適する処理をしたに

しん 

22 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 13 190 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、その他の調製したまたは保

存に適する処理をしたいわし 

22 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 13 900 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、調製したまたは保存に適す

る処理をしたサッパ、アンチョビまたはスプ

ラット 

22 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 14 210 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、植物油に漬けた、調製した

または保存に適する処理をしたかつお（スキ

ップジャック） 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 14 280 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、その他の調製したまたは保

存に適する処理をしたかつお（スキップジャ

ック） 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 14 310 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、植物油に漬けた、調製した

または保存に適する処理をしたきはだ

(Thunnus albacares) 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 14 380 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、その他の調製したまたは保

存に適する処理をしたきはだ(Thunnus 

albacares) 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 14 480 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、その他の調製したまたは保

存に適する処理をしたまぐろ 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 14 900 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではないハガツオ (Sarda spp.) 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 15 110 0 調製したまたは保存に適する処理をした 25 すべての 2025年 
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Scomber scombrus および Scomber japonicus種

のさばのフィレ 

非友好的国家2 12月31日まで、 

同日を含む 

1604 15 190 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、その他の調製したまたは保

存に適する処理をしたScomber scombrus およ

び Scomber japonicus種のさば 

24 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 19 100 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、調製したまたは保存に適す

る処理をした、サーモン以外のさけます類 

25 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 19 910 0 生で、練り粉、パン粉をまぶしてあるが、油

で揚げて／下揚げしていない、冷凍した、そ

の他の魚のフィレ 

25 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 19 920 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、その他の調製したまたは保

存に適する処理をしたたら(Gadus morhua, 

Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

24 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 19 950 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、その他の調製したまたは保

存に適する処理をしたすけそうだら(Theragra 

chalcogramma) およびポラック (Pollachius 

pollachius) 

24 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 19 978 0 全形または断片状の、ただし細かく切り刻ん

だものではない、その他の調製したまたは保

存に適する処理をした魚 

25 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 20 050 0 すりみから作る調製した製品 22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 20 100 0 その他の調製したまたは保存に適する処理を

したサーモン 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 20 300 0 その他の調製したまたは保存に適する処理を

した、サーモン以外のさけます類 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 20 500 0 その他の調製したまたは保存に適する処理を

した、いわし、はがつお、Scomber scombrus 

および Scomber japonicus種のさば、Orcynopsis 

unicolor種の魚 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 20 700 0 調製したまたは保存に適する処理をしたまぐ

ろ、かつお（スキップジャック）または 

Euthynnus属のその他の魚 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 20 909 0 その他の調製したまたは保存に適する処理を

した魚 

22 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1604 32 009 0 その他のキャビア代用物 25、 

ただし１kg当たり

16.6ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1605 21 900 0 気密容器入りで、調製したまたは保存に適す 15、 

ただし１kg当たり

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 
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る処理をしたその他のシュリンプ 0.2ユーロ以上 同日を含む 

1605 29 000 0 その他の調製したまたは保存に適する処理を

したシュリンプ 

15、 

ただし１kg当たり

0.2ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1605 40 000 9 調製したまたは保存に適する処理をしたその

他の甲殻類 

25、 

ただし１kg当たり

３ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1605 53 100 0 気密容器入りの、調製したまたは保存に適す

る処理をしたい貝 

18 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1605 54 000 0 調製したまたは保存に適する処理をしたいか 18 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1605 55 000 0 調製したまたは保存に適する処理をしたたこ 18 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1605 69 000 0 調製したまたは保存に適する処理をしたその

他の水棲無脊椎動物 

18 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1704 10 100 0 蔗糖（蔗糖と表記される転化糖を含む）の含

有量が60重量％未満の、砂糖で覆ってあるか

ないかを問わない、チューインガム 

20、 

ただし１kg当たり

2.15ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1704 10 900 1 蔗糖（蔗糖と表記される転化糖を含む）の含

有量が60重量％以上の。板状のチューインガ

ム 

20、 

ただし１kg当たり

1.2ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1704 10 900 9 その他のチューインガム、蔗糖（蔗糖と表記

される転化糖を含む）の含有量が60重量％以

上のもの 

20、 

ただし１kg当たり

0.99ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1704 90 300 0 ココアを含有しないホワイトチョコレート 22、 

ただし１kg当たり

1.3ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1704 90 510 0 ココアを含有しない、一次包装での正味重量

が１kg以上の、マルチパンを含むペーストお

よび塊り 

24、 

ただし１kg当たり

0.73ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1704 90 550 0 ココアを含有しない、のどの痛み止めトロー

チおよび咳止め錠剤 

17 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1704 90 620 0 ココアを含有しない、砂糖で覆われた（糖衣

が施された）、砂糖菓子（ホワイトチョコレ

ートを含む） 

24、 

ただし１kg当たり

1.63ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 
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 ２．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード1806 31 000 0に分類される項目の前に、以下を内容

とする項目を追加する：  

「1704 90 820 0 成型錠剤 24、 

ただし１kg当たり

2.41ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1704 90 980 0 ココアを含有しない、その他の砂糖菓子（ホ

ワイトチョコレートを含む） 

22、 

ただし１kg当たり

0.99ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

 

 ３．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード0603 90 000 0に分類される項目の後に、以下を内

容とする項目を追加する： 

「0901 21 000 いってあるかないかは問わないコーヒー、コ

ーヒー豆の殻および皮；コーヒーの含有量の

いかんを問わない、カフェインを含有するコ

ーヒーの代用物  

13、 

ただし１kg当たり

１ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

 

 ４．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード1806 90 500 9に分類される項目の後に、以下を内

容とする項目を追加する： 

「1902 11 000 0 加熱による調理をし、詰物をしていないまた

はその他の調製をしていない、卵を含有する

パスタ 

25、 

ただし１kg当たり

0.67ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1902 19 加熱による調理をし、詰物をしていないまた

はその他の調製をしていない、その他のパス

タ 

25、 

ただし１kg当たり

0.46ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1902 20 詰物をしたものに限るものとし、加熱による

調理をしてあるかないかを問わない、または

その他の調製をしたパスタ 

25、 

ただし１kg当たり

0.89ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1902 30 その他のパスタ 23、 

ただし１kg当たり

0.93ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1902 40 クースクース 25、 

ただし１kg当たり

0.12ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1905 10 000 0 クリスプブレッド 25、 

ただし１kg当たり

0.93ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1905 20 ジンジャースナップおよびこれに類する物品 25、 

ただし１kg当たり

1.04ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

 

 ５．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード1905 31 190 0に分類される項目の後に、以下を内

容とする項目を追加する：  

「1905 31 300 0 乳脂肪を８重量％以上含有する、その他のス

イートビスケット  

22、 

ただし１kg当たり

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 
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1.13ユーロ以上4 同日を含む」。 

 

 ６．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード1905 31 990 0に分類される項目の後に、以下を内

容とする項目を追加する：  

「1905 32 050 0 水分を10％超含有する、ワッフルおよびウエ

ハー  

21、 

ただし１kg当たり

1.88ユーロ以上4 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

 

 ７．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード1905 32 190 0に分類される項目の後に、以下を内

容とする項目を追加する：  

「1905 32 910 0 詰物をしたものであるかないかを問わない、

その他の塩を加えたワッフルおよびウエハー  

１kg当たり 

0.22ルーブル 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

 

 ８．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード1905 32 990 0に分類される項目の後に、以下を内容と

する項目を追加する： 

「1905 40 ラスク、トーストパンおよびこれらに類する

焼いた製品 

25、 

ただし１kg当たり

0.5ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1905 90 100 0 マッツォー 20、 

ただし１kg当たり

0.2ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1905 90 300 0 はちみつ、卵、チーズまたは果実（果物）の

形での添加物を含有しない、乾燥した状態の

砂糖を５重量％以下、脂肪を５重量％以下含

有する、その他のパン製品  

22、 

ただし１kg当たり

0.57ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1905 90 450 0 その他のビスケット 21、 

ただし１kg当たり

1.02ユーロ以上4 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1905 90 550 0 辛いまたは塩味のその他の押出製品 20、 

ただし１kg当たり

1.33ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1905 90 600 0 甘味料が添加された、その他のパンおよび菓

子製品 

21、 

ただし１kg当たり

1.17ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

1905 90 900 0 その他のパンおよび粉から作る菓子製品なら

びにそれらに類する製品 

20、 

ただし１kg当たり

0.93ユーロ以上4 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 10 00 その他の均質の、調製したまたは保存に適す

る処理をした、食酢または酢酸を添加してい

ない、冷凍していない、野菜、第2006項の物

品を除く 

164 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 
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2005 20 200 0 薄切りされた、焼かれたまたは少し乾燥され

た、塩を加えているかないかを問わない、香

料を加えているかないかを問わない、気密容

器入りの、そのまま食用に供することのでき

る、その他のばれいしょ 

22、 

ただし１kg当たり

1.54ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 20 800 0 その他の、調製したまたは保存に適する処理

をした、食酢または酢酸を添加していない、

冷凍していない、ばれいしょ 

22、 

ただし１kg当たり

0.12ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 40 000 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ないえんどう (Pisum sativum) 

20、 

ただし１kg当たり

0.3ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 51 000 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、さやを除いたいんげん (Vigna spp., 

Phaseolus spp.) 

20、 

ただし１kg当たり

0.21ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 59 000 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、その他のいんげん (Vigna spp., 

Phaseolus spp.) 

20、 

ただし１kg当たり

0.1ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 60 000 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、アスパラガス  

20、 

ただし１kg当たり

0.1ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 70 000 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、ブラックオリーブまたはグリーンオリ

ーブ 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 80 000 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、スイートコーン (Zea mays var. 

saccharata) 

20、 

ただし１kg当たり

0.34ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 91 000 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、たけのこ 

20、 

ただし１kg当たり

0.1ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 99 100 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、Capsicum属の実、パプリカとオールス

パイスを除く 

21、 

ただし１kg当たり

0.11ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 99 200 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、ケッパー 

22、 

ただし１kg当たり

0.12ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 99 300 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、アーティチョーク 

20、 

ただし１kg当たり

0.61ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 99 500 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、野菜を混合したもの、第2006項の物品

20、 

ただし１kg当たり

0.44ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 
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を除く 

2005 99 600 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、発酵キャベツ 

20、 

ただし１kg当たり

0.31ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2005 99 800 0 調製したまたは保存に適する処理をした、食

酢または酢酸を添加していない、冷凍してい

ない、その他の野菜、第2006項の物品を除く 

20、 

ただし１kg当たり

0.51ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 11 調製したまたはその他の方法で保存に適する

処理をした、砂糖またはその他の甘味料また

はアルコールを含有しているかないかを問わ

ない、落花生 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 19 調製したまたはその他の方法で保存に適する

処理をした、砂糖またはその他の甘味料また

はアルコールを含有しているかないかを問わ

ない、相互に混合してあるかないかを問わな

い、ナッツまたはその他の種で、他の項に記

載されていないまたは含まれていないもの 

18.75 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 20 510 0 アルコール添加物を含有しない、一次包装の

正味重量１kg超で、砂糖の含有量が17重量％

超の、パイナップル 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 20 590 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

その他のパイナップル  

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 20 710 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖含有量

19重量％超で、一次包装の正味重量１kg以下

の、パイナップル 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 20 790 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、その他のパイナップル 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 20 900 0 アルコール添加物、砂糖添加物を含有しな

い、その他のパイナップル 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 30 550 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

マンダリンオレンジ（タンジェリンおよびみ

かんを含む）；クレメンタイン、ウィルキン

グおよびその他のこれらに類する柑橘類ハイ

ブリッド 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 30 590 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

その他の柑橘類 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 30 750 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、マンダリンオレンジ（タンジェリンおよ

びみかんを含む）；クレメンタイン、ウィル

キングおよびその他のこれらに類する柑橘類

ハイブリッド 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 
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2008 30 790 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、その他の柑橘類 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 30 900 アルコール添加物、砂糖添加物を含有しな

い、その他の柑橘類 

21.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 40 510 0 アルコール添加物を含有しない、一次包装の

正味重量１kg超で、砂糖含有量13重量％超

の、なし 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 40 590 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

その他のなし 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 40 710 0 アルコール添加物を含有しない、一次包装の

正味重量１kg以下で、砂糖含有量15重量％超

の、なし 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 40 790 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、その他のなし 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 40 900 0 アルコール添加物、砂糖添加物を含有しな

い、なし 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 50 610 0 アルコール添加物を含有しない、一次包装の

正味重量１kg超で、砂糖含有量13重量％超

の、その他のあんず 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 50 690 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

その他のあんず 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 50 710 0 アルコール添加物を含有しない、一次包装の

正味重量１kg以下で、砂糖含有量15重量％超

の、あんず 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 50 790 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、その他のあんず 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 50 920 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有しない、一次包装の正味重量５kg以上

の、あんず 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 60 500 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

さくらんぼ 

22 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 60 600 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、さくらんぼ 

22 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 60 700 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有しない、一次包装の正味重量4.5kg以上

の、さくらんぼ 

23 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 60 900 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有しない、一次包装の正味重量4.5kg未満

23 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 
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の、さくらんぼ 同日を含む 

2008 70 610 0 アルコール添加物を含有しない、一次包装の

正味重量１kg超で、砂糖含有量13重量％超

の、桃（ネクタリンを含む） 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 70 690 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

その他の桃（ネクタリンを含む） 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 70 710 0 アルコール添加物を含有しない、一次包装の

正味重量１kg以下で、砂糖含有量15重量％超

の、桃（ネクタリンを含む） 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 70 790 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、その他の桃（ネクタリンを含む） 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 70 920 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有しない、一次包装の正味重量５kg以上

の、桃（ネクタリンを含む） 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 70 980 9 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有しない、一次包装の正味重量4.5kg未満

の、桃（ネクタリンを含む） 

21 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 80 500 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

ストロベリー（いちご） 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 80 700 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、ストロベリー（いちご） 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 80 900 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有しない、ストロベリー（いちご） 

23 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 93 910 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

クランベリー(Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos)；こけもも(Vaccinium 

vitis-idaea) 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 93 930 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、クランベリー(Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos)；こけもも(Vaccinium 

vitis-idaea) 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 93 990 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有しない、クランベリー(Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos)；こけもも

(Vaccinium vitis-idaea) 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 97 590 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

その他の混合したもの 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 97 720 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、トロピカルフルーツを混合した

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 
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もの（トロピカルナッツとトロピカルフルー

ツを50重量％以上含有する混合したものを含

む）で、いずれの成分もその比率が全重量の

50重量％を超えないもの 

同日を含む 

2008 97 740 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、その他の、実を混合したもの

で、いずれの成分もその比率が全重量の50重

量％を超えないもの 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 97 780 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、その他の混合したもの 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 97 930 0 砂糖添加物を含有しない、一次包装の正味重

量５kg以上の、その他の混合したもの 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 97 980 0 砂糖添加物を含有しない、一次包装の正味重

量4.5kg未満の、その他の混合したもの 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 410 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

しょうが 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 430 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

ぶどう 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 450 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

すももおよびプルーン 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 480 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

トロピカルフルーツ 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 490 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg超の、

その他の果物、ナッツおよびその他の植物の

食用部分 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 630 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、トロピカルフルーツ 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 670 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有する、一次包装の正味重量１kg以下

の、その他の果物、ナッツおよびその他の植

物の食用部分 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 720 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有しない、一次包装の正味重量５kg以上

の、すももおよびプルーン 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 780 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有しない、一次包装の正味重量５kg未満

の、すももおよびプルーン 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 850 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物 16 すべての 2025年 
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を含有しない、スイートコーン(Zea mays var. 

saccharata)を除くとうもろこし 

非友好的国家2 12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 910 0 アルコール添加物を含有しない、砂糖添加物

を含有しない、でんぷんを５重量％以上含有

する、やまのいも、さつまいもおよび食用に

供せられるこれらに類する植物の部分 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2008 99 980 0 調製したまたはその他の方法で保存に適する

処理をした、砂糖添加物を含有しない、その

他の果物、ナッツおよびその他の植物の食用

部分で、 他の項に記載されていないまたは含

まれていないもの 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2101 11 001 1 一次包装の正味重量３kg以下の、粉末インス

タントコーヒー 

17.5、 

ただし１kg当たり

1.3ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2101 11 001 3 一次包装の正味重量３kg以下の、顆粒状イン

スタントコーヒー 

17.5、 

ただし１kg当たり

1.3ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2101 11 001 5 一次包装の正味重量３kg以下の、フリーズド

ライインスタントコーヒー 

17.5、 

ただし１kg当たり

1.3ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2103 10 000 0 醤油 18 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2103 20 000 0 トマトケチャップおよびその他のトマトソー

ス 

20 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2103 30 マスタードの粉および調製したマスタード 22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2103 90 100 0 液状のマンゴーチャツネ 16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2103 90 900 ソース調製用のその他の物品、ソース、フレ

ーバー添加剤および混合調味料 

16 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2202 10 000 0 砂糖添加物またはその他の甘味料または香味

料を含有する、水（ミネラルウォーター、炭

酸水を含む） 

18、 

ただし１kg当たり

0.21ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2202 91 000 0 ノンアルコールビール １ℓ当たり 

0.2ユーロ 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2202 99 110 0 タンパク質含有量2.8重量％以上で、第0401 - 

0404項の物品または第0401 - 0404項の物品か

ら得られる脂肪を含有しない、大豆をもとと

したその他の飲料 

18、 

ただし１ℓ当たり

0.06ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2202 99 150 0 タンパク質含有量2.8重量％未満で、第0401 - 

0404項の物品または第0401 - 0404項の物品か

ら得られる脂肪を含有しない、大豆をもとと

18、 

ただし１ℓ当たり 

0.24ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 
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したその他の飲料 

2202 99 180 0 第0401 - 0404項の物品または第0401 - 0404項

の物品から得られる脂肪を含有しない、その

他の飲料 

18、 

ただし１ℓ当たり 

0.38ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2202 99 910 0 第0401 - 0404項の物品から得られる脂肪を0.2

重量％未満含有する、その他の飲料 

19、 

ただし１ℓ当たり 

0.2ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2202 99 950 0 第0401 - 0404項の物品から得られる脂肪を0.2

重量％以上、２重量％未満含有する、その他

の飲料 

19、 

ただし１ℓ当たり 

0.74ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2202 99 990 0 第0401 - 0404項の物品から得られる脂肪を２

重量％以上含有する、その他の飲料 

19、 

ただし１ℓ当たり 

0.73ユーロ以上 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

 

 ９．ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード2203 00に分類される項目を、以下の版に変更す

る： 

「2203 00 ビール １ℓ当たり 

１ユーロ 

すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

 

 10. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード2205に分類される項目の後に、以下を内容とす

る項目を追加する： 

「2206 00 310 0 りんご酒および梨酒 22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2206 00 390 その他の発泡性飲料 22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2206 00 510 0 ２ℓ以下の容器入りの、発泡性ではないりん

ご酒および梨酒 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2206 00 590 ２ℓ以下の容器入りの、その他の発泡性では

ない飲料 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2206 00 810 0 ２ℓ超の容器入りの、発泡性ではないりんご

酒および梨酒 

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

2206 00 890 ２ℓ超の容器入りの、その他の発泡性ではな

い飲料  

22.5 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

 

 11. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード3304 20 000 0に分類される項目を、以下の版に変

更する： 

「3304 20 000 0 眼のメーキャップ用の調製品 35 イタリア、ハン

ガリーおよびス

2025年 

12月31日まで、 
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ロバキアを除く

非友好的国家2  

同日を含む」。 

 

 12. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード3305 10 000 0 および3305 30 000 0に分類される項目

を、以下の版に変更する： 

「3305 10 000 0 シャンプー 35 ベルギー、ハン

ガリーおよびス

ロバキアを除く

非友好的国家2  

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

3305 30 000 0 ヘアラッカー 35 ハンガリーとス

ロバキアを除く

非友好的国家2  

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

 

 13. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード3306 10 000 0、3307 10 000 0、3307 20 000 0、3307 49 

000 0、3401 30 000 0および3402 50 000 0に分類される項目を、以下の版に変更する：  

「3306 10 000 0 歯磨き 35 ハンガリーを除

く非友好的国家2  

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

3307 10 000 0 ひげそり前用、ひげそり用またはひげそり後

用の調製品 

35 ハンガリーとス

ロバキアを除く

非友好的国家2  

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

3307 20 000 0 身体用の防臭剤および汗止め 35 ハンガリーとス

ロバキアを除く

非友好的国家2  

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

3307 49 000 0 室内に芳香を付けるためまたは室内防臭用の

その他の調製品、宗教的儀式用の香気性の調

製品を含む 

35 ハンガリーを除

く非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

3401 30 000 0 皮膚の洗浄に使用するもので、液状またはク

リーム状で、小売用にした、有機界面活性剤

およびその調製品、せつけん（皮膚の洗浄用

の調製品）を含有するかしないかを問わない 

35 ハンガリーを除

く非友好的国家2  

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む 

3402 50 000 0 小売り用にした、清浄用調製品および洗剤 35 ハンガリーとス

ロバキアを除く

非友好的国家2  

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

  

 14. ユーラシア経済連合対外経済活動商品分類コード8507 20 800 8に分類される項目の後に、以下を内容

とする項目を追加する： 

「8511 10 000 9 その他の点火プラグ 25 すべての 

非友好的国家2 

2025年 

12月31日まで、 

同日を含む」。 

 

 15.  以下を内容とする脚注４を追加する： 

 「4 当該物品がユーラシア経済同盟の技術規則（関税同盟技術規則）の要件に適合することを証明する

物品国家登録証明書が提出される場合の小児用食品を除く。」。 


